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1.は じめ に 大 学 等 での 学習 を想 定 して、 それ よ りも若干 難 易

筆 者 らは、 これ まで数 年 にわ た り、 大学 にお け 度 を上げ て いる。

る法 学 ・憲 法 教育 、 さ らには人 権教 育 を実 りあ る 台 本 の 素 材 と した の は 、 「少 年 法 の一 部 を改 正

もの にす るた め に、 高大 接続 の教育 の必要 性 ・重 す る法 律 案 」 で ある 。 同法 律 案 は、 平 成26年2

要 性 を意 識 しな が ら、 「模 擬 国会 」 とい うロ ール 月7日 に衆議 院 に提 出 、 同年3月18日 の衆 議 院

プ レイ方 式 の教 育方 法 に着 目 して き た。 そ して 、 法 務 委 員 会 へ の付 託 、 同28日 の 同委員 会 で の 可

そ れ を大学 の 授業 にお いて実 践 し、そ の 開発 を試 決 を経 て 、 同年4月1日 に 衆議 院本 会 議 で可 決 。

み る と同時 に、模 擬 国会 とい う教育 方 法が 有 す る 翌 日、 参 議 院法 務 委 員 会 に付 託 され 、 同10日 に

初等 ・中等 教 育 にお け る意義 も明 らか に して 、 こ 可決、そ して参議 院本 会議 で翌 日11日 に可決 され、

の方 法 を用 いた教 育 の重 要性 を主張 して きた とこ 同18日 に公布 され た も ので あ る(平 成26年 法 律

ろ であ る(後 掲 の 「資 料」 参照)。 第23号)。 台 本 の作成 に当 た って は、参 議 院 の会

しか し、模 擬 国会 を実 践 して み た い とい う興 味 議 録 を用 いた。 適宜 、 加 除修 正 を加 え たが 、現 実

関心 が あ って も、実 際 にそ れ を行 うた め には 相 当 の国 会討 論 を ゆが め る こ とな く再 現 させ た つ も り

の準 備 が求 め られ るた め、 なか な か即 座 に実 践す で ある。

る ことは 困難 で あ る こと も事 実 で あ る。模 擬 国会 この台 本 を用 いた模 擬 国会 の所 要 時 間は 、お お

を実 践 す る には 、参 議 院が実 施 して いる参 議 院特 むね30分 か ら40分 で あ る。工 夫次 第 で人 数 の増

別体験 プロ グラム(http://www.sangiin.go.jp/Japanese減 は可能 で あ るが 、 さ しあた り参 加 人数 の合 計 を

/taiken/t」)rogram/t」)rogram.html)を 利用 す るのが18名 と して い る(必 要 最 小 人数 、す な わ ち 、 セ

最 も よい方 法 で あ る と考 え られ る が、参 議 院 まで リブの あ る役 の数 は13人 に設定)。 この人 数設 定

足 を運 ば な けれ ばな らな い とい う距 離 的 ・時 間 的 に した のは 、模 擬 国会 に リア リテ ィを持 たせ るた

な 問題 もあ り、す べ て の人 が気 軽 に利 用 でき るわ め に必要 で あ った こと に加 え、 グル ー プ ワー クの

け ではな い。 適 正 人数 で もあ り、大 学 の演 習 ク ラス のだ いた い

そ こで今 回 は 、模 擬 国会 で用 い るモ デル ・プ ロ の人数 にも近 い ことな どがそ の理 由で ある。

グ ラム(台 本)を 作成 す る こと にした。

3.実 践 に際 して の留意 点

2.台 本 につ い て こ こで い くつか 、模 擬 国会 を実 践 す る際 に留 意

模 擬 国会 用 の台 本 は 、参議 院 特別 体 験 プ ログ ラ す べ き事項 を指 摘 して おき た い。

ム で も数 種 類 の 模 擬 法 案 が 用 意 さ れ て い る が 第 一 に、 模擬 国会 の第 一次 的 な 目的 は、立 法 過

(http:〃www.sangiin.go.jp/Japanese/taiken/t」)rogram/程 の理解 ・把握 に置か れ て いる。 したが って、 そ

mogi.html)、 我 々 が作 成 した も のは 、高 等 学校 や こで 行わ れ る議 論 内容 の み に 目が 奪 われ る ことの
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な い よ うに適 宜注 意 を喚 起す る必要 が あ ろ う。 た 台 本 に書 か れ た内容 を棒読 み す るの で はな く、 実

だ し一 方で 、 議論 内 容 を理解 す る こと によ り、基 際 に国会 議 員 にな りきっ て発 言 させ る 、 とい う こ

礎 的な 知識 及 び技 能 を習 得 し、 さ らに相手 方 を説 とも重要 で あ る。そ して 、聴 衆 の観 覧 に耐 え うる

得す る表現 力 や技 術 を養 う とい う教 育効 果 も重要 「模 擬 」 を実 践 させ る た め に も、 事 前 に台 本 内 容

で ある。 や 自分 に割 り振 られた 役割 をき ちん と理 解 させ て

第 二 に 、 いき な り事前 学習 もな く、 模擬 国 会 の お く必 要 が ある。

ロール プ レイ を させ る よ り も、 立法 過 程 に関 して 最 後 に、 模擬 国会 を一過 性 のイ ベ ン トと しな い

あ る程 度 の事 前学 習 を して お いた ほ うが よ い と考 ことで あ る。そ の た め には、 模擬 国 会 を授 業等 の

え られ る。 教 師が 説 明 して もよい が、簡 潔 か つ要 なか に適 切 に位 置 づ ける ことが肝 要 で あ る。特 に

点 を押 さえ た も の と して 、参 議 院 ウ ェ ブサ イ ト 本 台 本 を高 等学 校 の授 業 で用 い る場 合 には 、学 習

(http:〃www.sangiin.go.jp/Japanese/aramashi/movie/in指 導要 領 との関連 を意 識す る必 要が あ る。 さ らに、

dex.html)か ら閲覧で き る映像 資料 が便 利で あ る。 事 前 ・事 後 に振 り返 り学習 の機会 を確 保 す る こ と

第 三 に 、今 回用 意 した台本 のよ う に、 あ る程度 が重要 で あ る と考 え られ る。

の専門的知識一一例 えば 少年審判 の基本的 な流れ 、

付添 人 、虞 犯 少年 な ど一一 が要 求 され る場 合 、立4.お わ りに

法過 程 につ いて の事 前学 習 のみ な らず 、専 門 的知 以 上 、模 擬 国会 の実 践 に あた って の留 意点 を示

識 に関 す る事 前学 習 も必 要 で あ り、そ れが 欠 けて した 。 この 台本 によ り、立 法 過程 の 学習 が広 く行

しま う と、立 法過 程 そ の もの の理解 も進 まな い と われ 、多 くの 生徒 、学 生 が立 法過 程 の重 要性 を理

考 え られ る。 そ の理解 を深 め る資料 と して 、 法務 解 す る ことに なれ ば と願 う。 なお 、 次 ペー ジ に資

省 ウ ェブサ イ トに掲 載 され た本 法案 お よ びそ の概 料 として、関連す る我 々の業績 を挙 げておいたので、

要説 明 を利 用 して も らいた い(http://www.m(」.gojp適 宜参 照 いた だき た い。

/keiji1/keiji12_00085.htm1)。 本 取組 み に対 して、 忌'暉のな い ご意見 ご批 判 を

第四 に、体験学習 には雰囲気作 りも不可欠で あ り、 賜 れ ば幸 いで あ る。
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模 擬 国 会 用 ・座 席 配 置 図案

模擬委員会配置図案

黒板

法務委員長

政府参考人 政府参考人 最高裁判所(CC)法 務大臣 法務副大臣 法務大臣

…)(… 半懸 響(教 卓)…)(… 政務官

(G4)(G3)

発言者
委員 委 員 委員 席 委員 委員 委 員

(M9)II(M7)II(M5)IIII(M3)II(M2)II(Ml)

委員 委員 委員 委員

(M10)(M8)(M6)(M4)

参議 院本 会議配置 図案

黒板

参議 院議 長

(教卓)法 務大臣

(G1)

演 壇

(通常の机でも可)

圭圭ロ 壬堂口 妻堂口 壬並口 圭堂ロ 壬堂口峨貝 峨貝
口我貝 峨貝 峨貝 峨貝

(M9)II(M7)II(M5)II(M3)II(M2)II(M1)

議員 議 員 議員 議員

(M10)(M8)(M6)(M4)
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参議院法務委員会(模 擬委員会)

【役 割】 委 員長(CC)・ 委員(M1～M10)・ 法 務大 臣(G1)・ 法 務副 大 臣(G2)・ 法 務大 臣政

務 官(G3)・ 最 高裁 判所 事務 総局 家庭 局長(G4)・ 政 府参 考 人(G5～G6)

(※合 計17名(発 言者 は12名))

【議 案 】 少年法 の 一部 を改 正す る法 律案(内 閣提 出、衆 議 院送付)

【会 派 】 会派1自 由立 憲党(M1～4)与 党

会派2民 主 国民党(M5～7)野 党

会派3社 会 労働党(M8～10)野 党

事 項 発 言者 内 容

委 員長挨 拶 委員 長 た だ いまか ら法 務委員 会 を 開会 いた します 。

〔委員 長 、起立 〕
いちごん

この際 、一言 、 ご挨拶 申 し上 げ ます。

この度 、 法務 委員 長 に選 任 され ま した 〔CC〕 で ござ います 。

委 員 会 の公 正か つ 円満 な運 営 に努 め、 そ の重 責 を果 た して まい りた い と存 じま

す 。 皆様 方 の ご指 導 と ご協 力 を賜 ります よ う、 よろ し くお 願 い 申し上 げます 。

〔M1～M10、 拍 手。〕

〔委 員長 、着 席。〕

政府 参考 人 委員 長 政府 参考 人 の 出席要求 に関す る件 につ いて お諮 りいた します 。

出席 要 求 に 少 年法 の一 部 を改正す る法律案 の 審査 のた め、 本 日の委 員会 に、

関 す る件 警察 庁生活 安 全局長 〔G5〕 君 及 び 、

法 務省 刑 事 局長 〔G6〕 君 を政 府参 考 人 と して 出 席

を求 め、 そ の説明 を聴取 す る こ とに ご異議 あ りませ んか。

〔M1～M10、 「異議 な し」 と呼ぶ 。〕

ご異議 な い と認 め、 さ よ う決定 いた します 。

趣 旨説 明 委員 長 少 年法 の一 部 を改正す る法律案 を議題 といた します 。

政府 か ら趣 旨説 明 を聴 取 いた します。

〔G1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「〔G1(姓 のみ)〕 法 務大 臣」 と呼 ぶ。〕

法務 大 臣 た だ い ま議 題 とな りま した 、 少年 法 の一 部 を改正 す る法 律 案 につ きま して 、

(G1)そ の趣 旨を御 説明 いた します。

少 年審 判 にお いて 適 正な事 実 認定 が行 わ れ る必要 が あ り、 また 非行 事実 の存

否が 的 確 に判 断 され 、 それ に対 す る適 切 な処 遇 が決 定 され る必 要が あ ります 。

また 少年 の 刑事裁 判 で は、 適切 な科 刑 が必 要 で あ りますが 、現 行 法 の科 刑 の範

囲で は適 切 にそ れ を行 うこ とが 困難 な事 案 が あ る と指 摘 され てお ります 。そ こ

で、 この法 律案 は 、少 年審 判 の適正 化 と充 実化 、 また 少年 の 刑事 裁判 にお ける

科 刑 の適 正化 を 図るた め、 少年 法 を改正 しよ うとす る もので あ ります。

そ の 内容 の概 要 につ き ま して は、 副大 臣よ りご説 明 申し上 げます 。

〔G2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長 、 「〔G2(姓 の み)〕 法務 副大 臣」 と呼ぶ。〕
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法務 副 大 次 に この法 律案 の 内容 につ いて ご説明 いた します。

臣 第 一 に、少年 審判 手続 にお いて 、弁護 士 と検察 官が 関与 で きる事件 の 範囲 を、

(G2)死 刑 又 は無期 若 し くは 長期3年 を超 える懲 役若 し くは禁鋼 に当た る罪 に拡 大 す

る もの と して お ります 。

第 二 に、 刑事 裁判 にお ける科 刑 の適正 化 を 図 るため に 、少 年 に適用 され る不

定 期 刑 の規定 の 上限 を5年 引き 上 げ、長 期 の上 限 を15年 、短期 の 上限 を10年

とす るな どの整備 をす る と ともに、18歳 未満 に対 して 無期 刑 を緩和 して 有期 刑

にす る とい う現行 規 定 につ いて も、 そ の有 期 刑 を20年 の範 囲 内で 言 い渡 す こ

とが で き るも の と して お ります 。 このほか 、所 要 の規 定 の整備 を行 う こ とと し

てお ります。

以 上が 本 法律 案 の内容 で あ ります 。何 卒 慎重 に ご審 議 の上 、速 やか に ご賛 同

賜 らん こ とをお願 い いた します 。

質疑 ① 委員 長 これ よ り質疑 に入 ります 。質疑 の あ る方 は 、順 次 ご発 言 願 います 。

〔M1、 発 言者 席 に座 り、 「委 員 長」 と呼 び、 挙手 する 。〕

〔委 員長 、rM1君 」 と呼ぶ。〕

〔M2～M4、 拍手 〕

委員 自由立 憲党 の 〔M1〕 です 。早 速、 質 問 に入 らせ て いた だき ます。

(M1)少 年法 で は、 少年 が 罪 を犯 して処 分 され る場 合 の量 刑 は成 人 よ りも軽 くな っ

て います が、 そ の理 由をお 聞かせ くだ さい。

〔G1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「〔G1(姓 の み)〕 法 務大 臣」 と呼ぶ 。〕

法務 大 臣 少 年 は、 一般 的 に心 身が 未成 熟 で あ り、 ま た人格 形 成過 程 に ある ことか ら可

(G1)塑 性 に富 ん でお り、悪 に染 ま りやす い反面 、教 育 に よる改 善 更生 の効 果 が、 成

人 よ り期 待 され る とい う特性 を持 って い るた め、現 行 法で は 成人 よ りも教 育 を

重 視 した 、 また成 人 よ りも緩和 され た刑 を科 して い る もの と考 え られ ます 。

〔M1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 〕。

〔委 員長 、 「M1君 」 と呼ぶ〕。

委員 罪 に見 合 う刑 とい うの は非常 に難 しい 問題 だ と思 います が 、今 回 の改 正で 上

(M1)限 が 引 き上 げ られ る こ とによ って 、少 年 によ って は社 会で 暮 らした時 間 よ りも

服 役 中 の時 間が 長 くな って しまい 、心 身 の成長 著 しい時期 に社 会 か ら隔 離 され

れ ば、逆 に再犯 の可 能性 が 高 くな って しま う ことはな いで し ょうか。 ご認 識 を

お聞 かせ いた だ きた い と思 い ます 。

〔G3、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「〔G3(姓 のみ)〕 法務 大 臣政務 官」 と呼ぶ。〕

法務 大 臣 お 答 え いた し ます 。 少年 受刑 者 に対 して は教 育 的働 きか けが行 われ て 、社 会

政務 官 復 帰 す るプ ロ グ ラムが用 意 され た り、更 生 の ため の処 遇 の努 力が な され て いま

(G3)す 。 そ のた め、 長期 受 刑 によ って 少年 の健 全育 成 が害 され 、社 会 復帰 が 困難 と

な り、再 犯 が増 え る とい う ご懸 念 は必 ず し も当た らな い ので はな いか と思 いま

す 。

〔M1、 「終 わ ります」 と述 べ、退 席 。〕

〔M2～M4、 拍手 〕

質疑 ② 委員 長 以 上で 、 〔M1〕 君 の質疑 は終 了 いた し ました。
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〔M2、 発言 者席 に座 る。〕

次 に 〔M2〕 君。

〔M2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「M2君 」 と呼ぶ 。〕

〔M1・M3・M4、 拍 手。〕

委員 自由立 憲党 の 〔M2〕 です 。今 回 の少 年法 改正 案 で は、刑 事裁 判 だ

(M2)け で な く少 年審 判で も制度 の変 更 がな され て い ます が 、 なぜ 少年 審判 の段 階 か
つきそいにん

ら弁護 士 で ある国 選付 添 人が 必要 な ので し ょうか。

〔G3、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「〔G3〕 大 臣政務 官 」 と呼ぶ 。〕

法務 大 臣 少 年審 判 は再 犯 を抑 えて更 生 させ 、社 会 復 帰 させ る ことが 一番 のポ イ ン トで

政務 官 あ ります が 、審 判官 と少年 とが 一対 一 で話 をす るケー スで は 、非 常 に圧 迫感 が

(G3)あ る ことが 想定 され ます 。 そ の一方 で 、国 選付 添 人 と検 察 官 が審 判官 を含 め て

話 をす る 中で、 少年 の将 来 の ことを話す 環 境づ く りを して い く必 要が あ る とい

う背 景か ら、 この法 律 を作 らせ て いた だ いた わ けで あ ります 。加 えて 、 国選 付

添 人 につ いて は 少年 側 の立 場 か ら主 張 や立 証 を尽 くす活 動 を行 うのみ な らず 、

将 来 を考 え て環 境調 整 を行 う ことが期待 され て いるわ け であ ります。 これ らの

ことか ら、 少年 による再 犯 、再 非行 防止 につ なが る こ とを私 どもで は期待 して

い る ところで あ ります 。

〔M2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M2君 。」 と呼ぶ 。〕

委員 よ く理解 で き ました。 た だなぜ すべ ての事 件 に拡大 しなか った ので し ょうか 。

(M2)そ う した 限定 を された理 由は ど ういった ところ にあ るので しょ うか 。

〔G3、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「〔G3〕 大 臣政 務官 」 と呼ぶ 。〕

法務 大 臣 お 答 え します 。現 行 で は国選 付添 人 制度 の対 象 とな っ て いな い事 件 には、複

政務 官 雑 な 事案 や 過失 の認 定 が難 しい事案 な どが 含 まれ て います 。 そ の ことか ら、 証

(G3)拠 の収集 や 適正 な事 実 認定 を行 うな どのた め に、 国費 に よ って弁 護士 で あ る付

添 人 を少 年審 判 に関与 させ る ことが適 当な 場合 が あ るた め、対 象 事件 の拡 大 を

させ て いた だ いてお ります 。そ の一 方 で、 そ の拡大 に当 た って は予算 措置 が 伴

い ます ので 、 国民 の理解 と納得 を得 られ るで あ ろ うと考 え られ る対 象 事 件 の範

囲 と して 、今 回 の事 件 まで に拡大 した もので ござい ます。

〔M2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、rM2君 」 と呼ぶ 。〕

委員 今 回 の改 正案 で は、 付添 人制 度 の対 象拡 大 だ けで はな く、 少年 審判 に検 察 官

(M2)が 関 与す る対 象 の事 件 の拡 大 も盛 り込 まれ て い ます 。 付添 人 と併 せて 検察 官 関

与制度 の対象事 件 を拡大 した理 由 につ いてお 聞か せ くだ さい。

〔G6、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「法務 省 〔G6(姓 のみ)〕 刑事 局長 」 と呼ぶ 。〕

法務 省 刑 まず検 察官 関 与制 度 です が、 これ は平 成12年 の改正 で 導入 され た ものです 。

事 局長 審 判 が裁 判 官 と少年 側 の者 のみ が 関与す る手続 きで行 われ る ことにつ い て、裁

(G6)判 官 と少 年側 が 対峙 す る状 況が あ り得 る こ とや 、被 害 者か ら見 れ ば少 年側 の言
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い分 だ けが 聞か れて い る ので はな いか とい う不 信 の念 が み られた ことか ら、 国

民 の信頼 の確 保 と事 実 認定 の一 層 の適 正化 の ため に、 付添 人 制度 と同時 に設 け

られ ま した 。 この たび の よ うに、付 添 人 の対象 事件 を拡大 させ ます と、個 別 の

事 件 で検 察 官が 関与 で きな い ことにな る可 能性 が あ るた め、検 察 官 関与 制度 の

対 象事 件 も拡大 す る こ とといた しま した 。

〔M2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、rM2君 」 と呼ぶ 〕

委員 ど うもあ りが と うござ いま した。 終わ ります。

(M2)〔M1・M3・M4、 拍 手 〕

〔M2、 退席 。〕

質疑 ③ 委員 長 以 上 で、 〔M2〕 君 の質疑 は終 了 いた しま した。

〔M5、 発言 者席 に座 る。〕

次 に 〔M5〕 君 。

〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、rM5君 」 と呼ぶ 。〕

〔M6・M7、 拍手 〕

委員 民 主 国民党 の 〔M5〕 です 。 国選 付添 人 の範 囲 を広 げ る こ とには

(M5)賛 成 な んで すが 、そ れ と抱 き合 わせ で 、検 察官 関与 の拡大 、 あ るい は刑 の いわ

ゆ る厳罰 化 とい う内容 に は、全 部賛 成 とはい かな い のが立 場 で あ ります 。上 限

を上 げ る とい う ことは 、結 局、 少年 の刑 の科刑 が成 人 科刑 との比 較で 、 全体 が

底 上 げ され る じゃな いか、 つ ま り厳 罰化 にな るん じゃな いで し ょうか。

〔G2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員 長、 「〔G2(姓 の み)〕 法 務副 大 臣」 と呼ぶ 。〕

法務 副 大 無 期 刑 の後 は10年 で あ る とい うの は 、 いか に も乖 離 が あ り過 ぎる とい う こ

臣 とで 、 裁判 実 務 の面 で もそ うい っ た批 判 が あ りま した の で、 今 回 はそ の 間 を、

(G2)今 のよ うな 間 を埋 めよ うとい う ことが 主た る考 え で ござ い ま して 、全 体 を重 く

しよ うと考 えて いるわ けで は あ りません 。

〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M5君 」 と呼ぶ。〕

委員 刑 の間 を埋 める とい う ことだ けでな くて 、今 回、無 期懲 役で 処断す る ときに、

(M5)こ れ を有 期 刑 にす る とき には、 これ まで 最長15年 だ った もの を20年 に引 き上

げ るわ けですね 。 これ は も う明 らか に厳 罰化 じゃな いんで しょ うか 。

〔G2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員 長、 「〔G2(姓 の み)〕 法 務副 大 臣」 と呼ぶ 。〕

法務 副 大 いや、 そ こは必 ず し も私 はそ の よ うには考 えて お りませ ん。

臣 〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

(G2)〔 委 員長 、 「M5君 」 と呼ぶ。〕

委員 あま り言 葉 のや り取 りを して も しょ うが な いの で、 そ もそ も刑 を引き 上 げる

(M5)だ けの必 要性 が今 あ るのか とい う点 につ いて 、指 摘 させ て いた だ きます 。

警 察庁 にお訪 ねす る ので すが 、殺 人 、強 盗 、放火 、 強姦 を含 めて 凶悪 犯 の状

況 につ いて ご説明 いた だ けます で し ょうか。

〔G5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕
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〔委 員長 、 「警 察庁 〔G5(姓 の み)〕 生 活安 全局 長。」 と呼 ぶ。〕

警察 庁 生 お 答 えい た します 。刑 法犯 で検 挙 され ま した14歳 以 上 の少 年 の検挙 人 員 は、

活安 全 局20年 前 の平成6年 に は13万1268人 、そ の後10年 間若干 の増減 を経 て 、平 成

長16年 以 降 は10年 連 続 で減 少 してお り、 平成25年 は5万6469人 と、20年 前

(G5)の 半数 以下 にまで減 少 してお ります。 凶悪犯 あ るい は粗暴 犯全体 の検 挙 人員 も、

20年 前 に比べ ます とお おむね 半減 してお ります けれ ど も、 最近 で は減 少 基調 に

下 げ止 ま りが 見 られ 、特 に殺 人 に 関 しま して は 、 この10年 間 を見 ま して もほ

ぼ横 ば いの状 況が 続 いて いる とい うよ うな状 況で ござい ます。

〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M5君 」 と呼ぶ。〕

委員 こ うい うふ う に少 年 に よる非 行や 犯 罪が 減少 して いる と い う状 況 の中 で、 少

(M5)年 の刑 を引 き上 げ る必 要性 が あっ た のかな と、む しろな いか 、乏 しいの で はな

いか と思 うのです が、 どうで し ょうか。

〔G6、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「法務 省 〔G6(姓 のみ)〕 刑事 局長 」 と呼ぶ 。〕

法務 省 刑 今 回 の改 正 自体 は、 少年 犯罪 の 凶悪化 や 犯罪 の増 加 に対 処 す るた めの も ので

事 局長 は あ りませ ん。 今 回の 改正 につ き ま して は、 これ まで の運 用 状況 の 中で支 障 が

(G6)あ る部分 や 適正 な量 刑 をす る ことがで きな い と ころ を是正 す るた め に、 上限 の

引 き上 げを して いるわ けで ござい ます。

〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M5君 」 と呼ぶ。〕

委員 や は り、 少年 を非 行 に走 らせ る 前 に、そ う した ことが ない よ うに とい うこ と

(M5)が 一 番 だ とい うふ う に思 います 。 先 ほ ど警 察庁 にお尋 ね し ま した 、少 年 の犯 罪

が減 っ て いる とい う こ とで あ ります が 、更 に この 少年 の非 行 を減 少 させ る とい

うこ とにつ いて 、取 組状 況 あ るい は今後 の方針 につ いて御 説 明 をお願 い いた し

ます 。

〔G5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「警 察庁 〔G5(姓 の み)〕 生 活安 全局 長。」 と呼 ぶ。〕

警察 庁 生 お 答 え いた し ます 。私 ど も、 少年 非行 の要 因 といた しま して、 少年 自身 の規

活安 全 局 範意 識 の低 さや コ ミュ ニケ ー シ ョン不足 な どが考 え られ 、そ れ を助長 す る要 因

長 として 、家 庭や 地域 社会 の教育 機能 の低 下 や 、少年 が 孤立 し、疎 外感 を抱 いて

(G5)い る現状 が あ る とい うふ うに考 え て いる と ころで ござい ます 。そ こで 、警 察 に

お きま して は、 少年 の規 範 意識 の 向上 と社 会 との きず な の強化 を図 るた め、 問

題 を抱 えた 少年 等 に対 して 指導 、助 言 を行 っ た り、少 年警 察 ボ ラ ンテ ィアや 関

係 機 関等 と協 働 し、社会 奉仕 体 験活 動や 農 業体 験活 動 等へ の参 加促 進 、 あ るい

は就 学 、就 労等 の支 援 を行 う、 少年 に手 を差 し伸 べ る立 ち直 り支援 活 動 を推 進

して お ります ほか 、低年 齢 少年 やそ の保 護 者 を対 象 と した非行 防 止教 室 を 開催

す るな ど、 非行 少年 を生 まな い社会 づ く りを全 国警 察 を挙 げ て推 進 を して いる

ところで ござい ます。

この結 果 、非 行 を繰 り返 し、 不登 校 で あ りま した 中学 生が 、将 来 の 目標 を持

ち、 在籍 す る 中学校 に登 校 す るよ う にな り、希 望す る専 門学校 へ の合 格 を果 た

した な どの 成果 が見 られ る と ころ で あ り、 今後 と もこの よ うな取 組 を進 めて ま
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い りた い とい うふ うに考 え て いる と ころで ござ います 。

〔M5、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M5君 」 と呼ぶ。〕

委員 是 非 しっか り取 り組 んで いた だ きた い と思 い ます。終 わ ります 。

(M5)〔M6・M7、 拍手 。〕

〔M5、 退席 。〕

質疑 ④ 委員 長 以上 で、 〔M5〕 君 の質疑 は終 了 いた しました。

〔M8、 発言 者席 に座 る。〕

次 に 〔M8〕 君 。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員 長、 「M8君 。」 と呼 ぶ〕

〔M9・M10、 拍 手〕

委員 社 会労 働 党 の 〔M8〕 で す 。大 臣、 今 回、 国選 付添 人 の対 象

(M8)事 件 を拡 大 す る とい う ことに 当た って 、国 選付 添 人 に どのよ うな 役割 を期 待 さ

れ るか、 そ の点 をお尋ね した い と思 い ます 。

〔G1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「〔G1(姓 のみ)〕 法務 大 臣。」 と呼ぶ。〕

法務 大 臣 国 選付 添 人 には 、非行 事 実 の認定 手続 きに お いて少 年側 の 立場 か ら主張 や 立

(G1)証 を尽 くす活 動 を期 待す る ことが で きます 。 また 少年 の既 往 先や 就労 先 の確保

と言 っ た環 境調 整活 動 が期待 で き ます 。そ れ か ら、被 害弁 償等 に向 けた活 動 も

期 待 され て い る と ころで ござ い ます 。 こうい う役割 は改正 前後 で 変わ る ところ

はな い と考 えてお ります 。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、rM8君 。」 と呼ぶ。〕

委員 大 臣か らお話 の あ った役割 か らす れ ば、 重大 事件 に限 らず に身柄 を拘束 され

(M8)た 全 事件 に付 け られ る のが 一番 良 いか もしれ ませ ん。 捜査 段 階で 逮捕 、勾 留 さ

れて い た こ と、 被疑 者 国選 弁護 人 が選任 され て いて国 選付 添 人へ の選 任 を求 め

て いる こ とといっ た事情 を考 慮 に入れ た方 が制度 の趣 旨 に沿 う と思 うの ですが 、

家庭 局長 、 いかが で し ょうか。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕

最 高裁判 最 終 的 には、 あ くまで法 文上 にあ ります よ う に、事 案 の内 容、 保護 者 の有 無

所 家庭 局 そ の他 の事 情 を考慮 し、総 合的 に判 断 す る、そ して個 別 の事案 にお いて判 断 す

長 る もの と考 えてお ります 。

(G4)〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

日弁連 の 努 力 も積 み重 ね られ て 、少 年審 判 で多 くの付添 人 がつ け られ て いる

委員 とい う、そ うい う到 達 をつ く りだ して きて い る と思 うんで す ね。別 の角度 で お

(M8)伺 い します が、裁 判 官 の判 断が 予算 の残 高 とい った財 政 的理 由で 左右 され る こ

とな ど考 え られな い と思 います が、 いか がで すか 。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕
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最 高裁 判 お 答 え します 。 国選 付添 人 の選任 の判 断 は 、個別 の事案 にお ける裁 判官 の判

所 家庭 局 断事 項 では ござい ます が、 予算 の残 高 な どの財 政 的な 事情 は考 慮 要素 にな って

長 いな い とい うふ うに承知 してお ります。

(G4)〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

委員 大 臣 、実 際 の運用 で 予算 が不 足 して くれ ば 、 もち ろん必 要 な手 当て が な され

(M8)る もの と思 います が、 いか がです か 。

〔G1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「〔G1(姓 のみ)〕 法 務大 臣」 と呼ぶ。〕

法務 大 臣 平 成26年 度予 算 で国選 付添 事 業経 費 につ いて は、約5億6900万 を確 保 して

(G1)い るわ けで すが 、昨 年度 よ りも増加 して いる ので 、 これで 十 分対応 で き 、委 員

のお っ し ゃる よ うな ご懸 念 は 当た らな いん じゃな いか と思 い ます 。 ただ 万が 一

そ うい う事 態 に陥 った場 合 は、 必要 な 予算 上 の手 当て に つい て適 切 に対処 しな

けれ ばな らな い と思 います 。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、rM8君 」 と呼ぶ。〕

委員 次 に 、更 な る対象 事 件 の拡 大 につ いてお 尋ね した い と思 うので すが 、今 回の

(M8)法 案では対象外となっていますが、国選付添人制度を虞駈少年にも拡大するこ

とを 目指 すべ きで はな いで すか 。

〔G2、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「〔G2(姓 のみ)〕 法 務 副大 臣」 と呼 ぶ。〕

法務 副大 虞 犯事 件 自体 は、 罪 を犯 した 少年 と比較 して、社 会 的 に重 要で あ る、 また は

臣 重 要 な事 件 で ある と まで言 えず 、 身柄 を拘 束 され る こ ともな い とい う状況 で ご

(G2)ざ います 。 家裁 送致 後 に観護 措 置 を と られ た少 年 の虞 犯事 件 につ いて まで、 そ

の範 囲 を拡 大す べ き必 要性 は、 まだ 明 らかで はな い と考 えてお ります。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

委員 いま だ明 らか で はな い とい うの は ど うか な と思 い ますね 。 国連子 ど もの権利

(M8)委 員 会 か ら、2000年 の法 改 定以 降3回 の勧 告 がな されて いる の は ご存 知 か と

思 います が 、総 括所 見 で、 少年 司法 が い まだ条 約 の原 則及 び規 定 と適 合 して い

な い と厳 し く指 摘 され て いるわ け です 。私 は虞 犯 へ の対象 拡大 や 身柄 拘束 を受

けて い る少 年す べて に国 の責任 で付 添 人 を付 して い く、 こ う した 方 向が 国連子

どもの権 利条 約 に沿 うので はな いか と思 うん です が、 大 臣は いかが です か。

〔G3、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長 、 「〔G3(姓 のみ)〕 法務 大 臣政務 官。」 と呼ぶ。〕

法務 大 臣 国 連 の児 童 の権 利 条約 の解 釈 につ いて は外務 省 の所 管事 項 で ござ い ます ので

政務 官 余 り踏 み込 ん だ ことは 申 しませ ん が、 全て の少 年事 件 に付 添 人 を付す こ とを義

(G3)務 付 け る ことまで 求 めて いる とい うふ うには 理解 して お りませ ん。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

委員 義 務付 けるか どうか は別 として 、そ うした法 的援 助 を提 供 す る こと とい う勧

(M8)告 の意 味 をも っ と政 府 部 内で も国会 で も深 め 、議論 を して い く必 要が あ る と思
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うん です ね 。子 どもの権 利 委員 会 の勧告 のな か には、 法 に抵触 した子 ども に認

め られて いる手 続 的保 障が 制度 的 に実施 され て いな いた め、特 に 自白の強 要 及

び不 法 な捜 査実 務が 行 われ て いる と い う指 摘 が あ ります。 家庭 局 長、 い かが で

しょ うか 。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕

最 高裁 判 少 年審 判 を担 当す る裁 判 官 にお いて適 正 な審 理 を行 うと い うこ とは もち ろん

所 家庭 局 で ござ い ますが 、個 々 具体 的な 事件 にお ける裁 判官 の審判 指揮 に関わ る 問題 で

長 ござい ます ので、事 務 当局 の立 場 と して 、 コメ ン トは控 えた い と思 い ます 。

(G4)〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

委員 家庭 局 長 の法曹 として の認識 も是 非御答 弁 いた だ きた い と思 うん ですね 。

(M8)そ うした 少年 審判 の構 造 を変 え な い前提 で 、検察 官 を 出席 させ る裁 判官 の決

定 につ いて は、 非行 事 実 を認定 す るた め の審判 の 手続 き に、検 察 官が 関 与す る

必 要 が あ る と裁 判官 が 認め た とき にで き る とされ てお ります 。た だ、 非行 事 実

に争 い が ある とい う場合 な んで す が、 この非行 事実 の争 い とい って も様 々な ん

です よね 。 と りわ け犯 罪 の成立 そ の もの には重 大 な影 響 を及 ぼ さな いよ うな 場

合 、 言わ ば構 成 要件 の 主要 な事 実 に は争 いが な い場 合 、検 察官 の関与 の裁 判所

に とって の必 要性 はな いん じゃな いんです か 、局 長。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕

最 高裁 判 検 察官 関 与 を させ る か ど うか は個 別 の事 案 にお け る裁判 官 の判 断事 項 で は こ

所 家庭 局 ざ います が 、法 律 の要 件 に照 らし、必 要 と判 断 した場 合 に検察 官 を 関与 させ て

長 お り、全 て の否 認事 件 に検察 官 を関与 させ て い るわ けで はな い と承知 してお り

(G4)ま す 。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M8君 」 と呼ぶ。〕

委員 審 判 で 自白 の任意 性や 信 用性 が な いので は な いか とい う こ とが 問題 とな って

(M8)い る とき に、そ の 自 白調書 を作 成 した検 事 が審 判廷 に在廷 す る とい う こ と自体

が、 少年 を萎縮 させ 、審 判 廷 の真摯 な対 話 を壊 す とと もに、裁 判 所 の適正 な事

実 認 定 を阻 害す る と、 そ うい う こと にな るん じ ゃな いです か 。私 は、 運用 と し

てで も、少 な く とも捜査 検事 の関与 は認 めて はな らな い ので はな いか と思 いま

す が 、 いかが です 。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕

最 高裁 判 個 別 の審 理 の在 り方 に関 す る御質 問 で ござ い ます ので 、事務 当局 と して はお

所 家庭 局 答 え を差 し控 えた い と思 います 。

長(G4)〔M8「 委 員長 」 と呼 び、挙 手 する。〕

委員 長 〔M8(姓 のみ)〕 君 に 申 し上 げ ます 。時 間が 過 ぎて お ります の で、 質

疑 を終 えて くだ さい。

〔M8、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、rM8君 」 と呼ぶ。〕
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委員 先 ほ ど国選 付添人 の裁量 的判 断の要 素や方 向性 について はお話 しになった じゃ

(M8)な いです か。 なぜ この検 察 官関 与の あ りよ うにつ いて は 口をつ ぐむ んです か 。

これが 今後 どんな ふ うに運 用 され るのか とい うの は、裁 判 官 の判 断 に懸 か っ

て いるわ けで しょ う。 そ の認識 で いいん です か、 局長 。

〔G4、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「最 高裁 判所 〔G4(姓 のみ)〕 家庭 局長 」 と呼ぶ 。〕

最 高裁 判 検 察官 関 与 を させ る か ど うか に つ きま して は、 これ ま で説 明が あ ります とお

所 家庭 局 り、個 別 の事案 にお ける裁 判官 の判 断事項 とい う ことで ござ います 。

長(G4)

討 論 委員 長 以 上で 、 〔M8〕 君 の質疑 は終 了 いた しま した。

〔M8、 退 席。M9・M10、 拍 手。〕

他 に ご発言 もな いよ うで すか ら、本案 に対す る質 疑 は終 局 した もの と認 め ま

す 。

〔M9、 発言 者席 に移 動。〕

これ よ り討 論 に入 ります 。

御 意見 の ある方 は賛 否 を明 らか に して お述 べ願 い ます。

〔M9、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委 員長 、 「M9君 」 と呼ぶ。〕

〔M8・M10、 拍 手。〕

委員 私は 、社 会労働党 を代表 して、少年法 一部改正案 に反対 の討論 を行 います。 〔M

(M9)8・M10拍 手。〕

本法 案 の少年 審判 にお け る国選 付添 人制度 の拡 大 は当然 の方 向です 。 さ らに、

虞 犯 、そ して全 て の身柄 拘 束事 件 へ の拡 大 、権 利 として の付 添人 保障 へ 前進 さ

せ る こと を強 く求 める も のです 。 しか しな が ら、検 察 官 関与 導入 を始 め とした

2000年 改 定 以 降、 我 が 国少 年法 は、 国連 子 ども の権 利委 員 会か らも、子 ど も

の権 利条 約 の原則 及 び規 定 と適 合 しな い と、度 重 な る厳 し い指 摘 を受 け る よ う

にな りま した 。

本 法案 は 、 これ まで殺 人 、強 盗 な ど重 大 事件 に限定 して いた少 年審 判 へ の検

察 官 関与 を窃盗 、傷 害 な どに も広 げ、 身柄 拘束 された 少年 の 八割 にまで対 象事

件 を拡大 す る こ とにな ります。 にもか かわ らず 、法 案 に は裁判 官 の裁 量 的判 断

以外 、 限定 的運 用 の保 障 はな く、 これ まで の運 用 を超 えて 広 く検 察官 関 与が行

われ る危 険性 は拭 え ませ ん。 少年 法 の保 護主 義 の理念 を壊 しか ねな い ものです 。

〔M8・M10拍 手 。〕

少 年 の不 定期 刑や 緩和 刑 の上 限 引上 げ は、 少年 の可 塑性 、 情操 の保 護 の必 要

性 な どに鑑 み た 不定 期 刑 の理 念 を損 な い 、厳 罰化 を強 め る もの です 。 それ は、

少年 の改 善更 生、 社会 復帰 を ます ます困難 にす る ことが懸 念 され ます。

厳 罰 化 で はな く、2000年 改定 以 降 の運 用 実態 を徹 底 して検 証 し、 国 際基 準

にの っ とった 少年 司法 の実 現 を強 く求め て、 反対 討論 を終 わ ります 。

〔M8・M10拍 手 。〕

〔M9、 退席 。〕

採 決 委員 長 他 に ご発言 もな い よ うで すか ら、 これ にて 討論 は終 局 した もの と認 めます 。

これ よ り採決 に入 ります 。少 年法 の一部 を改 正す る法律 案 に賛 成 の諸 君 の挙
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手 を求め ます 。

〔M1～M7、 挙手 。〕

〔M8～M10、 「反 対」 と呼ぶ 。〕

委員 長 多 数 と認 め ます。 よ って 、本 案 は多 数 を もって原 案 どお り可決 すべ き も の と

決 定 いた しま した 。

〔M1～M7、 拍手 。〕

〔大 臣、 副大 臣、 政務 官起 立 し、委 員席 へ一 礼す る。〕

附 帯決議 委員 長 この 際 、 〔M5〕 君 か ら、 発 言 を求 め られ て お ります ので 、 こ

れ を許 します 。

〔M5、 発 言者 席 へ座 り、挙 手 して 「委 員長 」 と呼ぶ。〕

〔M5〕 君。

委員 私 は 、た だ い ま可 決 され ま した 少年 法 の一部 を改 正 す る法 律案 に対 し、 自由

(M5)立 憲 党 、民 主 国民党 、社 会 労働 党 の共 同提 案 によ る附 帯決 議案 を提 出い た しま

す 。案 文 を朗 読 いた します 。

少年 法 の一部 を改 正す る法 律案 に対 す る附帯 決議(案)

政 府及 び 最高 裁判 所 は、 本法 の施 行 に 当た り、次 の事項 につ いて格 段 の配 慮

をす べ きで ある。

一 少 年 審判 にお い て付 添人 が果 たす 役 割 の重要 性 及 び児 童 の権 利 に関す る

条約 の趣 旨に鑑 み 、家庭 裁 判所 の裁 量 に よる 国選付 添 人制 度 の対 象事 件 の範 囲

の拡 大 に適 切 に対応 す るた め、 刑事 裁判 と異 な る少年 審判 の特 質 を理 解 した 弁

護 士 が 国選 付添 人 に選任 され るよ う 同制度 の趣 旨につ いて 司 法 関係者 に周知徹

底 を図 り、 適正 な運 用 が行 われ る よ う留意 す る こ と。 ま た、 同制 度 の対 象事 件

の範 囲 につ いて は 、少 年鑑別 所 送致 の観 護 措置 が と られ た虞 犯少 年へ の適 用 を

含 め 、 引き続 き検 討 を行 う こと。

二 検 察 官 関与制 度 の趣 旨が 事実 認 定手 続 の適正 化 に あ る ことに鑑 み 、改 正

後 の同制 度 が少 年法 の理 念 に のっ と って適 正 に運用 され るよ う、 十分 配意 す る

こと。 また 、少 年審 判 に関 与 させ る検察 官 に つ いて、 少年 の 心理 及び 審判 の特

質 に関す る理解 を深 めさせ る こ と。

三 少 年 に対 す る刑事 処 分 に関す る規 定 の見 直 しの 目的は 、言 い渡 す 刑 を一

律 に引 き上 げ る ことで はな く、 少年 法 の理 念 の下 で よ り適 切 な科 刑 を可能 とす

る こ とで あ る ことにつ いて 、周知 徹 底 を図 る こと。

四 平成20年 の少 年法 改 正後 の諸 制度 の 施行 状 況 を も踏 まえ、 犯 罪被 害 者

等 の権 利利 益 の一層 の保 護 を図 るため の施策 について 引 き続 き検 討 を行 うこ と。

右 決議す る。

以 上で ござい ます。何 とぞ委員 各位 の御 賛 同 をお願 い 申 し上 げ ます。

〔M5、 退席 〕

委員 長 た だ い ま 〔M5〕 君 か ら提 出 され ま した附 帯決 議案 を議 題 と

し、採 決 を行 い ます。本 附 帯決議 案 に賛成 の 方 の挙 手 を願 い ます 。

〔M1～M10、 挙 手〕

委員 長 全 会 一致 と認 め ます 。 よ って 、 〔M5〕 君 提 出 の附 帯 決議 案 は

全 会 一致 を もって 本委員 会 の決議 とす る ことに決 定 をいた しま した 。

た だ い まの決 議 に対 し、 〔G1(姓 のみ)〕 法務 大 臣か ら発 言 を求 め
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られ てお ります ので、 この際、 これ を許 します。

〔G1、 「委 員 長」 と呼 び、挙 手 する 。〕

〔委員 長、 「〔G1(姓 の み)〕 法 務大 臣」 と呼ぶ 。〕

法務 大 臣 た だ い ま御 決 議 の あ りま した 附帯 決 議 につ き ま して は 、そ の 趣 旨 を踏 ま え、

(G1)適 切 に対 処 して まい りた い と存 じます 。 また 、最 高裁 判所 に係 る附帯 決議 につ

き ま して は、 最高 裁判所 にそ の趣 旨を伝 えた い と存 じます 。

審査 報告 書 委員 長 な お 、本案 の審査 報告 書 の作 成 につ き ま しては 、 これ を委員 長 に御 一任 願 い

作成 に関す た い と存 じます が 、御 異議 ござい ません か。

る件 〔M1～M10、 「異議 な し」 と呼ぶ 。〕

散 会 委員 長 御 異議 な い と認 め、 さ よ う決定 いた します 。

本 日は これ にて 散会 いた します 。
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参議院本会議(模 擬本会議)

【役 割 】 議長 、委 員長(CC)・ 法 務大 臣(G1)(※ 合 計3名(発 言 者 は2名))

【議 案 】 少年法 の 一部 を改 正す る法 律案(内 閣提 出、衆 議 院送付)

事 項 発 言者 内 容

開 議 議長 〔G1は 、 あ らか じめ 壇上 に着 席。〕

〔議 長登 壇 、全員 拍 手。〕

〔議 長 、一礼 して着席 。〕

これ よ り会議 を開 きます 。

日程第 一 、少 年法 の 一部 を改 正す る法律 案 を議題 とい た します 。 まず 、委 員

長 の報 告 を求 め ます。 法務 委員長 〔CC〕 君。

〔委 員長 、登 壇。〕

〔議長 ・G1以 外全 員 拍手。〕

〔委 員長 、一 礼。〕

委 員長報 告 委 員長 た だ い ま議題 とな りま した法 律案 につ きま して 、法 務委 員 会 にお ける審 査 の

経 過 と結 果 を御 報 告 申 し上 げ ます 。

本 法律 案 は、 少年 審判 手続 のよ り一 層 の適正 化 を 図る ため 、家 庭裁 判所 の裁

量 によ る国選付 添 人制度 及び検 察 官関与 制度 の対 象事 件 の範 囲を拡大 す る ほか 、

少年 に対 す る刑 事事 件 にお け る科 刑 の適 正 化 を図 るた め 、少 年 に対す る不 定期

刑の長 期 と短期 の上限 の 引上 げ等 の 措置 を講 じよ うとす る もので あ ります 。

委 員会 にお き ま して は、 少年 に対 す る刑 を緩 和 して い る理 由、 少年 審判 にお

け る付添 人 の役 割 と再 犯防 止 の効果 、検 察 官 関与制 度 の趣 旨 と対 象事 件 の範 囲

を拡 大す る理 由、検 察官 関 与 に関す る裁 判 官 の裁量 判 断 の適 正性確 保 、 少年 に

対 す る刑 が 全体 的 に重 罰化 す る との懸 念等 に つ いて質 疑が 行 われ ま した が、 そ

の詳細 は会議録 によ って御 承知願 います 。

質 疑 を終 局 し、討 論 に入 りま した と ころ 、社会 労 働党 を代 表 して 〔M9

〕委 員 よ り本法 律案 に反対 す る 旨の意見 が 述べ られ ま した。

討 論 を終 わ り、採 決 の結果 、 本法 律案 は多数 を もって原 案 どお り可 決す べ き

もの と決 定 いた しま した。

な お、 本法 律案 に対 し附 帯決議 が 付 されて お ります 。

以 上、御 報告 申 し上 げ ます。

〔委 員長 、一 礼。〕

〔議長 ・G1以 外全 員拍 手。〕

〔委 員長 降壇 。〕

採 決 議長 これ よ り採 決 をいた します。

本案 の賛否 につ いて 、投 票ボ タ ンをお押 し願 います 。

〔投票 開始 〕

※投票 は事 前 に実施 してお く。

投 票終 了 議長 間 もな く投 票 を終 了いた します 。
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ー一 これ にて投 票 を終 了いた します。

〔投票 終 了〕

投 票結果 議 長 投 票 の結果 を報 告 いた します 。

投 票総 数 ○○ ○ ○

賛 成 ○○ ○ ○

反対 ○○ ○ ○

よ って 、本案 は可決(否 決)さ れ ま した。

※ 可 否 同数 の場合 の発 言

可否 同 数で あ ります 。 可否 同数 の ときは 、憲法 第 五十 六 条第 二項 の規 定 に

よ り、議 長 が決 す る こ とにな って お ります 。議 長 は可 と決 します 。 よっ て、 本

案 は 可決 され ま した。

〔賛成者 拍 手〕

〔G1、 起 立 して一 礼。〕

散 会 議長 本 日は これ にて 散会 いた します 。

〔議 長 、一礼 して降壇 。〕

〔G1以 外 全員 拍手 。〕
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